
  9 
様
式
 

 
臨
雇
様
式
第
1号
 

(日
本
工
業
規
格
B列
4番
) 
 

雇
用
奨
励
金
受
給
資
格
決
定
申
請
書
 

①
 
事
業
所
名
 
 
 

②
 
産
業
分
類
 
 
 

③
 
事
業
主
名
 
 
 

④
 
従
業
員
数
 
 
 

Ⅰ 申 請 者 

⑤
 
事
業
所
所
在
地
 

(T
EL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
 

⑥
 
氏

名
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
年
月
日
 明
 
大
 
昭
 
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
 
年
 
月
 
日
 

性
別
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

⑦
 
雇
用
年
月
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

⑧
 
現

住
所
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 資 格 決 定 に 関 す る 事 項 

Ⅱ 支 給 対 象 者 の 状 況 

⑨
 
支
給
対
象
者
の

確
認
印
 

⑥
⑦
⑧
欄
を
確
認

し
た
 

印
 ⑥
⑦
⑧
欄
を
確
認

し
た
 

印
 ⑥
⑦
⑧
欄
を
確
認

し
た
 

印
 ⑥
⑦
⑧
欄
を
確
認

し
た
 

印
 ⑥
⑦
⑧
欄
を
確
認

し
た
 

印
 ⑥
⑦
⑧
欄
を
確
認

し
た
 

印
 

 
上
記
の
者
に
か
か
る
雇
用
奨
励
金
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

 
な
お
、
上
記
の
も
の
を
雇
用
奨
励
金
受
給
満
了
後
に
お
い
て
も
常
用
船
員
と
し
て
雇
用
し
ま
す
。
 

 
 
 
昭
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
運
輸
局
長
 
 
 
 
 
殿
 

事
業
主
名
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 



  

受
給
資
格

決
定
年
月
日
 
年
 
月
 
日
 ⑥
欄
の
者
に
係
る
雇
用

奨
励
金
受
給
資
格
 

⑥
欄
の
者
に
係
る
雇
用

奨
励
金
受
給
資
格
 

⑥
欄
の
者
に
係
る
雇
用

奨
励
金
受
給
資
格
 

⑥
欄
の
者
に
係
る
雇
用

奨
励
金
受
給
資
格
 

⑥
欄
の
者
に
係
る
雇
用

奨
励
金
受
給
資
格
 

受
給
資
格

決
定
番
号
 
第
 
 
 
号
 

〔
有
・
無
〕
 

〔
有
・
無
〕
 

〔
有
・
無
〕
 

〔
有
・
無
〕
 

〔
有
・
無
〕
 

決
定
人
数
 

人
 受
給
資
格
を
決
定
し
な

い
理
由
 

受
給
資
格
を
決
定
し
な

い
理
由
 

受
給
資
格
を
決
定
し
な

い
理
由
 

受
給
資
格
を
決
定
し
な

い
理
由
 

受
給
資
格
を
決
定
し
な

い
理
由
 

※ Ⅲ 処 理 欄 

所 長 

 
 

係 長 

 
 

係
 

 
 

 
 

 
注
1 
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 
 
2 
「
②
の
産
業
分
類
」
欄
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
行
う
主
た
る
事
業
内
容
を
、
日
本
標
準
産
業
分
類
の
細
分
類
(又
は
小
分
類
)に
よ
つ
て
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
3 
「
⑬
支
給
対
象
者
の
確
認
印
」
欄
は
支
給
対
象
者
に
⑥
⑦
⑧
欄
を
確
認
さ
せ
、
私
印
を
捺
印
さ
せ
て
下
さ
い
。
た
だ
し
、
解
雇
・
死
亡
の
場
合
で
捺
印
で
き
な

い
と
き
は
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
4 
こ
の
申
請
書
は
支
給
対
象
者
を
雇
用
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
1月
以
内
に
事
業
所
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
に
す
み
や
か
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
 

 
 
5 
「
雇
用
奨
励
金
支
給
申
請
書
(臨
雇
様
式
第
4号
)」
を
提
出
す
る
場
合
は
「
雇
用
奨
励
金
受
給
資
格
決
定
通
知
書
(臨
雇
様
式
第
3号
)」
を
添
付
し
て
下
さ

い
。
 

 



 

 

 臨雇様式第2号 

(日本工業規格B列5番)  

就 職 証 明 書 

① 氏 名   

② 生 年 月 日  性 別 
明
大
昭 

年   月   日生  男・女 

③ 住 所   

④ 就 職 先 事 業 所 名 及 び 事 業 主 名   

⑤ 事 業 所 所 在 地   

⑥ 就 職 年 月 日      年    月    日 

備 考   

 上記の者は、当運輸局の紹介により常用船員として就職した者であることを証明する。 

 

    昭和  年  月  日 

 

運 輸 局 長  印   



 

 

 臨雇様式第3号 

(日本工業規格B列5番)  

雇用奨励金受給資格決定通知書 

① 事業所
名 

  
② 産業分類 

  

③ 事業主
名 

  
④ 従業員数 

  

Ⅰ 

申

請

者 

⑤ 事業所
所在地 

(TEL      )  

⑥ 氏 名           

生年月日 
明 
大 
昭 
年 月 日 

明
大
昭

年 月 日 
明
大
昭

年 月 日 
明
大
昭

年 月 日 
明
大
昭

年 月 日 

性 別 男・女 男・女 男・女 男・女 男・女 

⑦ 雇用年
月日 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

受
給
資
格
決
定
に
関
す
る
事
項 

Ⅱ 

支
給
対
象
者
の
状
況 

⑧ 現住所 
          

受給資格
決定年月
日 

年 月 日 

⑥欄の者に
係る雇用奨
励金受給資
格 

⑥欄の者に
係る雇用奨
励金受給資
格 

⑥欄の者に
係る雇用奨
励金受給資
格 

⑥欄の者に
係る雇用奨
励金受給資
格 

⑥欄の者に
係る雇用奨
励金受給資
格 

受給資格
決定番号 

第  号 〔有・無〕 〔有・無〕 〔有・無〕 〔有・無〕 〔有・無〕 

  雇用奨励金の受給資格について上記のとおり決定したので通知します。 

    昭和  年  月  日 

 

運輸局長        印   

          殿 

 

 ※ この処分に不服のあるときは、処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して60

日(ただし、処分があつた日の翌日から起算して1年)以内に運輸大臣に対して審査請求

することができます。 

 



   
臨
雇
様
式
第
4号
 

(日
本
工
業
規
格
B列
4番
) 
 

雇
用
奨
励
金
支
給
申
請
書
 

①
 
事

業
所

名
  
 

(1
) 国
庫
送
金
  
希
望
金
融
機
関
店
舗
名
 

②
 
事

業
主

名
  
 

１ 申 請 者 

③
 
事
業
所
所
在
地
 

(T
EL
 
 
 
 
) 
 

  支 払 方 法 

④ 希 望 す る 

(2
) 
 
国
庫
金

振
込
  
取
引
金
融
機
関
店
舗
名
 

 
口
座
名
義
 

 
口
座
の
種
類
 

 
口
座
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

明
 
大
 
昭
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
年
 
月
 
日
 明
 
大
 
昭
 
年
 
月
 
日
 

⑤
 
氏

名
 

生
年

月
日
 

性
別
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

男
・
女
 

⑥
 
雇

用
年

月
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

⑦
 
受
給
資
格
決
定
年
月
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

年
 
月
 
日
 

⑧
 
受
給
資
格
決
定
番
号
 第
 
 
 
 
 
号
 
第
 
 
 
 
 
号
 
第
 
 
 
 
 
号
 
第
 
 
 
 
 
号
 
第
 
 
 
 
 
号
 
第
 
 
 
 
 
号
 

Ⅰ 受 給 資 格 認 定 に 関 す る 事 項 

２ 支 給 対 象 者 の 状 況 

⑨
 
申
請
時
の
雇
用
奨
励
金

の
受
給
状
況
 

初
回
第
 
 
 
回
 
初
回
第
 
 
 
回
 
初
回
第
 
 
 
回
 
初
回
第
 
 
 
回
 
初
回
第
 
 
 
回
 
初
回
第
 
 
 
回
 



  

⑩
 
支
給
対
象
と
な
る
6月
間
の

う
ち
常
用
船
員
と
し
て
雇
用

し
た
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

年
 
 
月
 

⑪
 
支
給
対
象
者
確
認
印
 ⑩
欄
を
確
認
し
た
 
印
 ⑩
欄
を
確
認
し
た
 
印
 ⑩
欄
を
確
認
し
た
 
印
 ⑩
欄
を
確
認
し
た
 
印
 ⑩
欄
を
確
認
し
た
 
印
 ⑩
欄
を
確
認
し
た
 
印
 

Ⅱ 支 給 に 関 す る 事 項 

⑫
 
支
給
対
象
者
が
解
雇
・
退
職
・

死
亡
又
は
日
雇
と
な
つ
た
理

由
と
年
月
日
 

( 
年
 
月
 
日
) 
( 
年
 
月
 
日
) 
( 
年
 
月
 
日
) 
( 
年
 
月
 
日
) 
( 
年
 
月
 
日
) 
( 
年
 
月
 
日
) 

 
 
上
記
に
よ
り
雇
用
奨
励
金
の
支
給
を
申
請
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
昭
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
運
輸
局
長
 
 
 
 
 
殿
 

申
請
事
業
主
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

支
給
決
定
額
の
内
訳
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

支
給

決
定

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

支
給
決
定
年
月
日
  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
日
 

支
給
決
定
番
号
  
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号
 

備
考
  
 

※ Ⅲ 処 理 欄 

所 長 

 
 

係 長 

 
 

係
 
 
 

 
 

 
 
注
1 
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 
 
 
2 
⑦
⑧
欄
に
「
雇
用
奨
励
金
受
給
資
格
決
定
通
知
書
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
か
ら
記
入
し
て
下
さ
い
。
 

 
 
 
3 
⑪
「
支
給
対
象
者
確
認
印
」
欄
は
支
給
対
象
者
に
⑩
欄
を
確
認
さ
せ
私
印
を
捺
印
さ
せ
て
下
さ
い
。
 

 
 
 
4 
こ
の
申
請
書
は
、
支
給
対
象
者
を
雇
用
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
最
初
の
6月
を
第
1期
、
次
の
6月
を
第
2期
と
し
た
各
期
の
経
過
す
る
ご

と
に
、
支
給
対
象
期
の
経
過
後
1月
以
内
に
事
業
所
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
申
請
し
て
下
さ
い
。



 

 

 臨雇様式第5号 

(日本工業規格B列4番)  

支給決定第    号  

雇用奨励金支給決定通知書 

          殿 

 昭和  年  月  日付けで支給の申請があつた雇用奨励金について、下記のとおり

支給することに決定したので通知します。 

    昭和  年  月  日 

 

運輸局長        印   

記 

 

  支給決定金額      金          円 

  支給対象者氏名   支給金額       備 考 

                円 

 

 

 
   送 金：国庫送金通知書が、船員職業安定所長から送付されますので、希

望銀行で受領下さい。 支給
方法   銀行振込：国庫金振込通知書が地方運輸局長から送付されますので、ご承知

下さい。 
 

 1 この決定に不服のあるときは、処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して60日

(ただし、処分のあつた日の翌日から起算して1年)以内に運輸大臣に対して審査請求す

ることができます。 

 2 雇用奨励金の返還 

  次の各号のいずれかに該当する場合は雇用奨励金の返還を求めます。 

  (1) 偽りその他不正の手段により、雇用奨励金の支給を受けた場合。 

  (2) 支給期間中次のイからニまでのいずれかに該当する場合を除き支給対象者を雇用

しなくなつた場合。 

   イ 支給対象者の責に帰すべき事由により解雇した場合 

   ロ 支給対象者の都合により退職した場合 

   ハ 支給対象者が死亡した場合 

   ニ 天災その他地方運輸局長がやむを得ないと認める事由により事業の継続が不可

能となつたため解雇した場合 

 3 地方運輸局長から雇用奨励金の支給に関して報告または調査を求められたときは御協

力下さい。 



 

 

 臨雇様式第6号 

(日本工業規格B列5番)  

雇用奨励金支給決定取消通知書 

第     号   

年  月  日   

          殿 

運輸局長        印   

 昭和  年  月  日付けをもつて貴殿に対して行つた雇用奨励金(支給金額    

円)の支給処分のうち、   に係る支給処分(支給金額   円)については、下記の理由

により、取り消したので通知します。 

 なお、この処分に不服があるときは、処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して

60日(ただし、処分があつた日の翌日から起算して1年)以内に、運輸大臣に対して審査請求

することができます。 

記 

 理 由 


